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島根県ソフト産業等立地促進資金融資要綱（平成�年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第�条第�号中「第�条第�号及び第	号｣ を ｢第�条第�号から第
号まで」に改める。
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この告示は、平成��年	月�日から施行する。

号外第��号 平成��年�月��日 (�)
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島根県ソフト産業等立地促進資金融資要綱の一部改正 （経 営 支 援 課）
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平成��年�月��日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

（送料共)

島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日(�)


